
 

社会福祉法人東海村社会福祉協議会 

ボランティア市民活動センターLINE 公式アカウント 

他団体情報発信に関する運用方法 
 

本会では，「社会福祉法人東海村社会福祉協議会ボランティア市民活動センターLINE公式アカウ

ント運用ポリシー」に基づき情報発信を行っているが，本会以外の団体及び個人(以下，「他団体」

という。)が本公式アカウントを利用して情報発信を行う場合の基準や利用手続き等運用方法につ

いては，以下のとおりとする。 

 

１． 利用できる団体・個人の範囲 

（１）  ボランティア市民活動センター登録団体及び個人 

（２）  ふれあい・いきいきサロン登録団体 

（３）  地区社会福祉協議会 

（４）  村内事業所・企業等（営利団体含む） 

ただし（４）については，東海村社会福祉協議会が後援する非営利目的の地域貢献

活動である場合に限定する。 

 

２． 利用できる内容 

（１）主催イベントの告知（ボランティア募集含む） 

（２）会員募集（団体紹介・ボランティア募集含む） 

ただし（１）については，営利目的や実費を超える参加費用を徴収する場合は対象としない。 

 

３． 利用できる回数 

   （１）他団体全体として，毎月５件までとする（公式アカウント発信回数上限月１５回のうち，

事務局枠１０件・他団体枠５件） 

   （２）毎月先着順で受け付け，月の上限回数に達した場合は，次月に持ち越す。ただし，主催

イベントの告知等，発信日時の期限があるものを優先できるよう，必要時には他申込団

体と調整を行う。 

   （３）同一の団体・個人は，主催イベントの告知が月１回まで，会員募集が年３回まで繰り返

し利用できることとする。 

 

４． 申込方法 

利用を希望する団体・個人は，情報発信依頼フォーマット（別紙）により，東海村社会福祉

協議会ボランティア市民活動センターに直接申し込むものとする。なお，申込後の発信内容の

編集は，ボランティア市民活動センターに委ねることとする。 

 

５． 利用料 

利用料は無料とする。 

 

６． 情報発信方法 

東海村社会福祉協議会ボランティア市民活動センター職員が，情報発信依頼フォーマットの

コメント内容と添付データをもとに発信内容を編集し，公式アカウントから投稿する。 



 

 

７． その他 

本運用方法に取り決めのない事項が生じた際は，協議の上対応方法を決定する。 

 

８． 問合せ・申込み先 

東海村社会福祉協議会 生活支援課 地域福祉推進係 ボランティア市民活動センター 

TEL  ０２９－２８３－４５３８ 

FAX  ０２９－２８３－４５３５ 

メール egao@t-shakyo.or.jp 


